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パブリック・コメント手続の主な流れ 

目 的 （第１条） 

○市の施策等の形成過程の公正の確保と透明性の向上を図る。 

○市民の市政への積極的な参画を促進する。 

 

市 民 と の 協 働 に よ る 市 政 の 推 進 
 
実 施 機 関 （第３条） 

市長（水道事業管理者）、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会 
 

パブリック・コメント手続の対象 （第４条） 

○市の基本的な制度を定める条例の制定・改廃 

○市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例（金銭徴収に関する条項を
除く。）の制定・改廃 

○市の基本的政策を定める計画の策定・改定 

○個別行政分野における基本方針・計画の策定・改定 

※適用除外…迅速・緊急を要するもの、軽微なもの、法定縦覧等（第５条） 
 
意見等を提出できるもの （第３条） 

○在住・在勤・在学・在事務所の市民等 

○納税義務者、利害関係者 
 
パブリック・コメント手続の流れ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 等 の 案 の 策 定 

パブリック・コメント手続の実施 

 施策等の案の公表等（第６条）→意思決定前の適切な時期に 
（主管課・市情報公開総合窓口・市ホームページ等） 

施策等の案に対する市民からの意見等の提出（第７条）→住所・氏名の明記 

（直接提出、郵便、ファクシミリ、電子メール等） 

提出された市民の意見等の考慮（第８条） 

１
か
月 

施 策 等 の 案 の 決 定 

議会提出 
（議  案） 

議会報告 
（政  策） 

意見に対する市の考え方・修正内容の公表（第８条） 
（市情報公開総合窓口・市ホームページ等） 

～公表資料～ 
○案 
○趣旨、目的、背景 
○考え方・論点 
○関連資料(根拠法令、上位
計画概要、予測される影響
の程度・範囲等) 

パブリック・コメント手続案件の一覧表の作成・情報提供（第１０条） 

（市情報公開総合窓口・市ホームページ等） 


